
 
 
 

 

 

 

 
１ 意見募集の期間  

   令和７年１1月２６日（水）〜令和７年１２月２６日（金） 
※ 郵送の場合は当日消印有効です。 
※ 持参の場合は午前８時３０分から午後５時１５分まで（土曜日・日曜日・祝日

を除く）にお持ちください。 
 

２ 資料の閲覧場所  
 （１）川崎市ホームページ 

https://www.city.kawasaki.jp/templates/pubcom/300/0000182117.html 
（２）各区役所・支所及び出張所の閲覧コーナー、各市民館、各図書館 
（３）かわさき情報プラザ（川崎市役所本庁舎復元棟２階） 

 （４）ヨネッティー王禅寺、王禅寺エコ暮らし環境館、かわさきエコ暮らし未来館、 
川崎市地球温暖化防止活動推進センター、各生活環境事業所、各処理センター 

（５）環境局生活環境部廃棄物政策担当（川崎市役所本庁舎２０階） 
 

３ 意見の提出方法  
   題名、氏名（団体の場合は、名称及び代表者の氏名）及び連絡先（電話番号、メー

ルアドレス又は住所）を明記の上、御意見を添えて、次のいずれかの方法により御提
出ください。 

（１）オンラインフォーム（パソコン、スマートフォン） 
    https://logoform.jp/f/3b5dQより、会員登録不要で御提出が可能です。 

（２）郵送・持参 
    〒210-8577 川崎市川崎区宮本町１ 
    川崎市環境局生活環境部廃棄物政策担当あて（川崎市役所本庁舎２０階） 

（３）ファクシミリ 
FAX番号 044-200-3923（環境局生活環境部廃棄物政策担当） 

 
≪留意事項≫ 

  ・御意見に対する個別回答はいたしませんので、御了承ください。 
  ・記載いただきました個人情報については、提出された御意見の内容を確認する場合

に利用します。また、個人情報は個人情報の保護に関する法律その他の関連規定に
基づき、厳重に保護・管理されます。 

 ・御意見などの概要を公表する際は、個人情報は公開いたしません。 
 ・電話や来庁による口頭での御意見は受付しておりませんので、御了承ください。 

 
４ その他  
  お寄せいただいた御意見の内容とそれに対する市の考え方と対応について取りまと

めを行い、令和８年３月頃にホームページで公表します。 
 
５ 問い合わせ先  
  環境局生活環境部廃棄物政策担当 電話 044-200-2558 ／FAX 044-200-3923 

「川崎市循環型社会形成推進計画（案）」 
について御意見をお寄せください 

本市では、循環型社会に向けて、一般廃棄物処理基本計画及び産業廃棄物処理指導計
画に基づき取組を推進しているところですが、国では循環経済への移行を国家戦略とし
て位置づけるなど、脱炭素化をはじめとする社会環境が大きく変化しております。 

こうした状況を踏まえ、より一層の資源循環の推進を図るため、一般廃棄物、産業廃
棄物の枠組みにとらわれず、一体的な計画として「川崎市循環型社会形成推進計画（案）」
を取りまとめましたので、皆様からの御意見を募集いたします。 

https://www.city.kawasaki.jp/templates/pubcom/300/0000182117.html
https://logoform.jp/f/3b5dQ


 

意 見 書 
題名 川崎市循環型社会形成推進計画（案）について 

氏名 
(団体の場合は、 

名称及び代表者名) 
 

電話番号  ＦＡＸ番号  
住所 

(又は所在地)  

意見の提出日 令和  年  月  日 枚数    枚(本紙を含む) 

川崎市循環型社会形成推進計画（案）に対する意見 

 

・ お寄せいただいた御意見に対する個別回答はいたしませんので御了承ください。 
・ 記載していただいた個人情報は、提出された意見の内容を確認する場合に利用します。 

また、個人情報は個人情報の保護に関する法律その他の関連規定に基づき厳重に保護・管理されます。 
・ 御意見などの概要を公表する際は、個人情報は公開いたしません。 

提 出 先 
部署名 川崎市環境局生活環境部廃棄物政策担当 

電話番号 044-200-2558 ＦＡＸ番号 044-200-3923 
住所 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町１（川崎市役所本庁舎20階） 

 


